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Q１ 本人が感染したため、会社の指示で休ませた場合

に休業手当は必要ですか？ 

 

今のところ５類感染症に変更された後に於いても、

取扱いに変更はありません。 

・ 業務に起因して感染したものであると認められ

る場合には、労災保険給付の対象となります。 

・ 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務

等に従事する医師、看護師、介護従事者が新型

コロナウイルスに感染した場合には、業務外で

感染したことが明らかである場合を除き、原則

として労災保険の給付の対象となります。 
※今後、変更になる可能性はあります。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の位置づけが５類感染

症に変更されるまでに労働者が発病した場合の労

災保険給付については、メリット制による労災保険

料への影響はありませんが、５類感染症に変更され

た後に労働者が発病した場合の労災保険給付につ

いては、メリット制による労災保険料への影響があ

りえます。 

 
今のところ取扱いに変更はありません。 

医療機関の負担軽減の観点から臨時的な措置として、傷

病手当金の申請をする際の新型コロナウイルス感染症に

対する医師の証明は、今後も当面の間不要です。 
※今後、変更になる可能性はあります。 

・ 高額な新型コロナ治療薬（※１）の費用は一定期間、

公費支援が継続されます。 

・ その他は自己負担となります。 
※１ 経口薬（ﾗｹﾞﾌﾞﾘｵ・ﾊﾟｷﾛﾋﾞｯﾄﾞ・ｿﾞｺｰﾊﾞ）、点滴薬（ﾍﾞｸﾙﾘｰ）、 

中和抗体薬（ﾛﾅﾌﾟﾘｰﾌﾞ、ｾﾞﾋﾞｭﾃﾞｨ、ｴﾊﾞｼﾞｪﾙﾄﾞ） 

・ 新型コロナ治療のための入院医療費は、急激な負担

増を避けるため、一定期間、高額療養費の自己負担

限度額から、２万円を減額（２万円未満の場合はそ

の額）となります。 

・ 検査費用の公費支援は終了し自己負担となります。 

・ 重症化リスクが高い者が多い医療機関、高齢者施設

等での陽性者発生時の周囲の者への検査や従事者の

集中的検査は行政検査として支援が継続されます。 

令和５年３月１３日以降、マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本と

なっています。５月８日からの変更はありません。 
※医療機関や高齢者施設などの事業者が感染対策上又は事業上の理由により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されています。 

A１＆A２【必要】 

現在は、法的根拠に基づいて就業制限がされているため、休業手当は不要ですが、５月８日以降は５類となり、

季節性インフルエンザと同様に強制的に休ませる法的根拠（就業制限）がなくなるため、会社が指示によって休

業を命じた場合は、いずれの場合も休業手当の支払いが必要となります。 

Q２ 家族が感染し濃厚接触者となったため、会社の指

示で休ませた場合に休業手当は必要ですか？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪筆者：山本≫ 

●令和５年度の雇用保険料率 
令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの雇用保険料率は以下のとおりとなります。 

  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率 

一般 

農林水産業：清酒製造業 

建設業 

                               （赤字は変更部分） 

●労働保険料の年度更新 
賃金台帳と工事台帳（建設業の方のみ）をもとに労働保険料の精算を

行いますのでご協力をお願い致します。 

 

●年金事務所の調査について 
 現在の厚生年金保険の適用対象者が については、次の①～

④の全ての条件に当てはまる 。

①週の労働時間が 以上、②月額賃金が 以上、③２ヶ月を超える雇用の見込みがあ

る、④  

 年金事務所では、予めこのことを企業の皆様へお知らせすると共に、新たに加入対象となる方の

人数を把握するため、現在社会保険への加入者が 51 人以上 100 人以下の企業の皆様へ調査を実施

する予定であること、また、その他の企業の皆様についても、3～5 年に１度の定期調査を実施す

ることが予告されています。調査の際には、資格取得、賞与や月額変更届の届け出漏れや誤りがな

いか、源泉所得税の納付書、賃金台帳、出勤簿などで確認が行われます。 

Q３ 労働者が感染したため、労働者が自主的に休むと

言って会社を休んだ場合にも休業手当は必要で

すか？ 

A３＆A４【不要】 

労働者から本人または家族が感染したので休むという申し出があった場合は、 

休業手当は不要です。 

 

Q４ 家族が感染したため、労働者が自主的に休むと言

って会社を休んだ場合にも休業手当は必要です

か？ 

Q５ 感染者の出勤停止期間はどうすればいいでしょうか？ 

A５ 新型コロナウイルス感染症が５類になると、インフルエンザに感染した場合と同様となり、法的な出勤停

止期間は決められていません。会社ごとにこの期間をどうするのかの考え方は異なりますので、予め労働者

が感染した場合の出勤停止期間を決めておくことをお勧めします。 


